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2019年11月1日、タイ内務省は 

不動産の譲渡および抵当権の登記

料の引き下げに関する2つの通達を

発表しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイ内務省は2019年11月1日付けで、一定の不動産

の購入に際し、不動産の譲渡および抵当権の登記料

を2019年11月2日から2020年12月24日まで0.01％

に引き下げる2つの通達を発表しました。

本規定の対象となる不動産は、以下のとおりです。 
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本規定の対象となる不動産
 

• タイ国籍を持つ個人*が、土地開発に関する法律に基づいて、土地開発事業者より取得した土地付き建物、ま

たは政府機関が開発した土地付き建物で、建物が一戸建て、二世帯住宅、タウンハウスもしくは商業用ユニッ

トであるもの。 

 

• タイ国籍を持つ個人*が、コンドミニアム開発会社から取得したコンドミニアム。 

 
 

不動産の抵当権の登記は不動産の譲渡と同時に発生し、購入時の不動産の価値は300万バーツを上限とし、抵当権

の範囲もこの金額を超えないものとします。 

 
 

*土地開発局のウェブサイトに記載されている土地開発局の内部メモによる 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 

  

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 
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